
情
報
ガ
イ
ド　

□
市
政　

□
暮
ら
す　

□
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□
求
人　

□
官
公
庁

14

む
し
歯
予
防
デ
ー

　

む
し
歯
や

歯
周
病
を
防

い
で
歯
の
健

康
を
守
り
ま

し
ょ
う
。

日
時
６
月
４

日
㈰
、10
時
〜
15
時　

場
所
保
健

セ
ン
タ
ー　

内
容
歯
科
健
診
、歯

科
相
談
、歯
磨
き
指
導
、フ
ッ
素
塗

布
、薬
な
ん
で
も
相
談
、子
ど
も
の

薬
の
飲
ま
せ
方
な
ど　

※
フ
ッ
素

塗
布
の
み
小
学
生
以
下
が
対
象
。

駐
車
場
が
込
み
合
う
た
め
公
共
交

通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

問
合
せ
健
康
推
進
課
へ
☎
２
９
５

６
‐
８
０
５
０

不
用
品
登
録
制
度

　

不
用
品
登
録
制
度
は
、不
用
と

な
っ
た
も
の
、譲
っ
て
ほ
し
い
も

の
を
そ
れ
ぞ
れ「
譲
り
ま
す
・
譲
っ

て
く
だ
さ
い
」と
登
録
し
、互
い
に

譲
り
あ
う
こ
と
で
、不
用
品
の
再

利
用
を
す
す
め
る
制
度
で
す
。

譲
り
ま
す
▽
パ
ソ
コ
ン
・
パ
ソ
コ

ン
デ
ス
ク
な
ど
一
式 

▽
ロ
ー
ラ

ー
ス
ケ
ー
ト
靴（
男
性
用
25
・
５

㎝
） 

▽
バ
ー
ベ
ル
セ
ッ
ト 

▼
庭

用
物
干
し
台 

▼
座
い
す（
４
脚
） 

▼
ハ
ロ
ゲ
ン
ヒ
ー
タ
ー 

▼
ハ
イ

ア
ン
ド
ロ
ー
チ
ェ
ア
ー 

▼
コ
ー

ル
マ
ン
ツ
ー
バ
ー
ナ
ー 

▼
エ
レ

ク
ト
ー
ン 

▼
ダ
ブ
ル
ベ
ッ
ド

譲
っ
て
く
だ
さ
い
▽
Ｊ
Ａ
貯
金
魚

（
小
物
入
れ
） 

▽
ロ
ッ
ク
ミ
シ
ン

（
３
〜
４
本
用
） 

▼
碁
盤
と
碁
石

（
初
心
者
用
） 
◇
双
子
用
ベ
ビ
ー
カ

ー（
縦
型
） 
◇
女
性
用
子
供
服（
80

㎝
〜
90
㎝
） 

◇
大
正
琴 

◇
シ
ニ
ア

カ
ー 

◇
足
踏
み
ミ
シ
ン
台
の
み

※
▽
は
有
料
、▼
は
無
料
、◇
は
応

相
談
。利
用
は
市
内
在
住
の
方
に

限
り
ま
す
。交
渉
は
本
人
同
士
で

行
い
、ト
ラ
ブ
ル
の
際
も
対
処
し

て
く
だ
さ
い
。有
効
期
限
は
６
か

月
で
再
登
録
も
で
き
ま
す　

登
録
・

問
合
せ
月
〜
土
曜
日
、９
時
〜
15

時
30
分（
祝
日
を
除
く
）に
不
用
品

登
録
専
用
電
話
へ
☎
２
９
５
４
‐

４
９
５
３

休
日
の
納
税
相
談

　

平
日
の
相
談
や
納
付
が
困
難
な

方
、ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。納
税

に
関
す
る
相
談
の
み
で
も
、お
気

軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

日
時
５
月
21
日
㈰
、９
時
〜
16
時　

内
容
狭
山
市
分
の
市
県
民
税
、固
定

資
産
税・都
市
計
画
税
、軽
自
動
車
税
、

国
民
健
康
保
険
税
と
介
護
保
険
料

※
納
付
書
の
再
発
行
も
行
い
ま
す

問
合
せ
収
税
課
へ
内
線
１
０
７
１

生
活
環
境
影
響
調
査
の
縦
覧

　

建
設
を
予
定
し
て
い
る
リ
サ
イ

ク
ル
プ
ラ
ザ
は
、粗
大
ご
み
処
理

施
設
と
び
ん
・
缶
の
選
別
施
設
の

機
能
を
持
つ
ほ
か
、ご
み
の
減
量
・

資
源
化
に
関
す
る
情
報
を
発
信
し

ま
す
。そ
の
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ

に
関
す
る
環
境
影
響
調
査
結
果
の

縦
覧
を
行
い
ま
す
。

日
時
５
月
15
日
㈪
〜
６
月
14
日

㈬
、８
時
30
分
〜
17
時（
土
・
日
曜

日
を
除
く
）　

場
所
資
源
循
環
推

進
課　

問
合
せ
資
源
循
環
推
進
課

へ
内
線
３
６
１
３

消費者ホット情報

トラブルに遭ったときは状況をメモに
　私たちの周りでは、実にさまざまな消費者トラブ
ルが起きています。「訪問販売で強引に布団を買わさ
れた」、「英会話教室で高額な解約料を請求された」、
「化粧品で顔がかぶれた」、「不必要なリフォーム工事
をされた」など、その内容は多岐にわたります。
　このようなトラブルに遭った場合は、早めに消費
生活センターへご相談ください。そして、相談を効率
よく進めるために、被害の内容を書き留めておきま
しょう。例えば、商品トラブルの場合はその商品名、
製造者名、損害の程度などです。また、キャッチセー
ルスなどの悪質商法は、契約書やパンフレットなど
の関係書類と経緯を書き留めたメモなどを用意して
ください。なお、相談員が正確に、具体的に状況を把
握できるよう、当事者が相談するようにしましょう。
相談・問合せ月～金曜日の９時30分～15時30分に
消費生活センターへ ☎2954‐7799

　
　

入
間
市
か
ら
５
月
に
転
入
し
ま
し
た
。

原
付
バ
イ
ク
の
ナ
ン
バ
ー
の
変
更
手
続
き
は

何
が
必
要
で
す
か
？

Ａ 

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
、印

鑑
、標
識
交
付
証
明
書
が
必
要

で
す
。入
間
市
ナ
ン
バ
ー
の
抹

消
手
続
き
と
同
時
に
狭
山
市
ナ

ン
バ
ー
の
交
付
申
請
も
で
き
ま

す
の
で
、速
や
か
に
市
民
税
課

で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

原
付
バ
イ
ク
以
外
の
場
合

は
、次
の
場
所
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

▼
二
輪
車（
１
２
５
㏄
超
）と
普

通
自
動
車
の
登
録
・
検
査
業
務

…
埼
玉
県
陸
運
支
局
所
沢
自
動

車
検
査
登
録
事
務
所（
所
沢
市
）

へ
☎
０
５
０
‐
５
５
４
０
‐
２

０
２
９ 

▼
軽
自
動
車（
３
・
４

輪
）の
登
録
・
検
査
業
務
…
軽
自

動
車
検
査
協
会
所
沢
支
所（
三

芳
町
）へ
☎
０
４
９
‐
２
５
８

‐
８
０
１
１

問
合
せ
市
民
税
課
へ
内
線
１
０

９
１
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暮
ら
す

暮
ら
す

暮
ら
す
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精
神
保
健
福
祉
士

 

中
途
採
用
の
職
員
を
募
集

採
用
予
定
日
10
月
１
日　

職
種
精

神
保
健
福
祉
士　

対
象
昭
和
46
年

４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
、精
神

保
健
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
方

定
員
１
名　

試
験
日
７
月
23
日
㈰

試
験
内
容
適
性
検
査
、教
養
試
験

※
試
験
会
場
は
別
途
通
知
。試
験

案
内
と
申
込
書（
職
員
課
に
用
意
。

市
の
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

お気軽にご相談ください

人権擁護委員
　人権擁護委員は、人権侵害を防ぎ、正しい人権思
想を普及するため、心配ごとなどの相談に応じてい
ます。市の人権擁護委員は9名です。市民相談室で毎
月第2水曜日の10時～15時に相談をお受けします。

氏 名 住 所

櫻井　節子 水野646‐10

沼﨑千枝子 広瀬東2‐29‐31

磯部　静夫 富士見1‐14‐2 アーベイン狭山402

石井　久江 新狭山2‐6‐12

木村　愛子 入間川1‐5‐16

久保田正之 北入曽1343

斎藤　和子 柏原3161‐70 狭山ニュータウン78‐13

奥冨　孝一 加佐志377‐2

増田　定聖 柏原新田96‐1

※いずれの相談も無料で、秘密は厳守します

行政相談委員
　行政相談委員は、行政に対する苦情や意見、要望
などを聴いて行政機関に伝え、問題の解決を促進
しています。自宅では随時、市民相談室では、毎月
第3月曜日の10時～15時に相談をお受けします。

特設人権相談所を開設
　6月1日は「人権擁護委員の日」です。市と所沢人
権擁護委員協議会では特設人権相談所を開設し、
日常生活での困りごとなどの相談に応じます。
日時・場所 ▽ 6月 ▼1日㈭、10時～ 15時…さいたま
地方法務局所沢支局 ▼21日㈬、10時～ 15時…市
民相談室　相談員人権擁護委員、法務局担当職員
（1日は、人権擁護委員のみ）　問合せ市民相談室内
線1140か所沢支局へ☎2992‐2677

氏 名 住 所 電話番号

齋藤　成
しげ

子
こ

入間川1‐6‐3 2953‐7347
齋藤　邦夫 祗園20‐29 2958‐2736

２
９
９
８
‐
１
３
２
１　

申
込
み

５
月
24
日
㈬
ま
で
に
平
成
18
年
度

軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書
、障
害

に
か
か
る
手
帳
、運
転
免
許
証
、印

鑑
を
持
っ
て
市
民
税
課
へ
内
線
１

０
９
１

店
舗
・
住
宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム

 

工
事
費
の
一
部
を
補
助

要
件
市
内
在
住
で
住
宅
な
ど
を
所

有
す
る
次
の
す

べ
て
に
該
当
す

る
方
▼
市
税
な

ど
を
滞
納
し
て

い
な
い 

▼
他

の
補
助
を
受
け

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）を
事
前
に
必

ず
取
り
寄
せ
て
く
だ
さ
い　

申
込

み
５
月
30
・
31
日（
火
・
水
）に
職
員

課
へ
内
線
３
５
１
４

学
校
校
務
員
の
登
録
者

勤
務
先
小
・
中
学
校　

対
象
62
歳

ま
で
の
健
康
で
明
る
く
、早
朝
の

勤
務
が
可
能
な
方　

時
給
７
６
０

円　

申
込
み
写
真
を
張
っ
た
履
歴

書
を
持
っ
て
教
育
総
務
課
へ
内
線

５
６
３
１

て
い
な
い　

工
事
の
条
件
▼
屋
根
、

外
壁
、居
室
な
ど
の
改
修（
耐
震
目

的
を
含
む
）で
建
築
基
準
法
に
定

め
る
建
築
確
認
が
要
ら
な
い
簡
易

な
工
事
で
あ
る 

▼
市
内
業
者
が

施
行
す
る 

▼
６
月
１
日
以
降
に

施
行
し
平
成
19
年
３
月
31
日
ま
で

に
終
了
す
る 

▼
費
用
が
税
抜
き

で
20
万
円
以
上　

補
助
金
額
税
抜

き
費
用
の
１
０
０
分
の
５（
千
円

未
満
は
切
捨
て
）　

限
度
額
10
万

円　

※
施
行
前
に
申
請
が
必
要
、

事
前
に
審
査
あ
り
。補
助
は
予
算

の
範
囲
内　

申
込
み
５
月
29
日
㈪

か
ら
商
工
課（
必
要
書
類
あ
り
）へ

内
線
２
５
５
１

障
害
者
の
た
め
の

 

軽
自
動
車
税
の
減
免
制
度

　

障
害
が
あ
る
方

本
人
ま
た
は
家
族

が
、障
害
者
の
た
め

に
使
用
す
る
車
の

軽
自
動
車
税
な
ど

は
、減
免
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。な

お
、軽
自
動
車
、小
型
自
動
車
、普

通
自
動
車
の
い
ず
れ
か
１
台
で
、

事
業
用
の
も
の
は
除
き
ま
す
。

対
象
身
体
障
害
者
手
帳
、療
育
手

帳
、精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、

戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
る
方
で
、障
害
の
程
度
が
一
定

以
上
の
方　

対
象
車
両
①
障
害
者

が
所
有
し
、本
人
が
運
転
す
る
も

の 

②
障
害
者
が
所
有
し
生
計
を

と
も
に
す
る
方
が
運
転
す
る
も
の 

③
障
害
者
と
生
計
を
と
も
に
す
る

方
が
所
有
し
、障
害
者
の
通
院
や

通
学
な
ど
に
使
う
も
の 

④
障
害

者
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
が
所

有
し
、障
害
者
の
通
院
・
通
学
な
ど

の
た
め
に
常
時
介
護
者
が
運
転
す

る
も
の 

⑤
障
害
者
用
に
作
ら
れ

た
も
の（
障
害
者
用
に
作
ら
れ
た

も
の
の
車
両
減
免
を
受
け
る
場
合

は
、障
害
に
か
か
る
手
帳
は
不
用

で
す
が
、車
検
証
が
必
要
）　

※
普

通
自
動
車
税
の
問
い
合
わ
せ
は
県

自
動
車
税
事
務
所
所
沢
支
所
へ
☎
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求
　

人

求
　

人

求
　

人


